
鹿屋市地域包括支援センター事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市地域包括支援センター事業実施要綱（平成19年鹿屋市告示第52号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第１号中「別記４」を「別記２及び別記３」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月15日から施行する。 

 


